
６月食育月間の取り組み 

所属団体名 東大阪市 

施設等名 健康部保健所健康づくり課 

取組等の名称 「6月食育月間」普及事業 

実施時期 令和4年6月１日～6月30日 

取組内容 国の食育推進基本計画で、「6月は食育月間」と定めています。 

東大阪市では、毎年 6 月に、朝食や野菜の摂取の普及啓発を目的に、積極的に広

報啓発活動や食育イベントを行っています。 

〇広報媒体 

・市政だより 

・若江岩田駅前の希来里棟での横断幕の掲示 

・Twitter や Facebookへの掲載 

〇食育イベント 

・保健センターでの乳幼児健診や親子教室等の事業での啓発 

・子ども受けバッチリ！オンライン野菜料理教室の開催 


